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区  分 点検種類 実施課 点検周期 点検項目 点検方法 評価 備考 

ﾄﾝﾈﾙ構造物 

通常点検 各浄水場 毎月 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出、
漏水等の有無 

目視 
 

異常の有無 
施設の運用に支障を来す劣化を確認した場合、施設課による詳細調査実施 

通常点検が可能な施設のみ 

定期点検 施設課 
各浄水場 

5 年 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出、
漏水等の有無 
【山岳ﾄﾝﾈﾙ構造の隧道について】 
ｺﾝｸﾘｰﾄ覆工の背面状況の把握 

目視及び打音 
 
 
【山岳ﾄﾝﾈﾙ構造の隧道について】 
ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる打音調査もしくは、電磁波
ﾚｰﾀﾞｰによる背面空洞調査 

劣化状況の確認、記録 
前回の定期点検からの劣化状況の進行性確認 
施設の運用に支障を来す劣化がある場合は、必要に応じて詳細調査を実施し、原因の究明及び対応策の検討を
実施 
ひび割れ幅：0.2 ㎜以上記録対象及び経過観察 

0.4 ㎜以上または貫通ひび割れは詳細調査対象 
錆汁及び鉄筋と同間隔のひび割れ：鉄筋腐食の懸念から詳細調査対象 

 

臨時点検 各浄水場 
施設課 

臨時 【災害時の臨時点検】 
施設の安全性及び円滑な給水の確保に関する各項目 
【施設の適合性確認】 
各種基準の見直しや法改正に基づき、既存施設の適合性を確認す
る。 

【災害時の臨時点検】 
目視 
 
 

【災害時の臨時点検】 
施設の運用に支障を来す損傷の有無 
【施設の適合性確認】 
適合性の確認 
不適合な項目を確認した場合、詳細調査実施 

 
 
 

詳細調査 施設課 必要に応
じて 

【耐震・劣化診断】 
耐震性の照査、ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、中性化深さ、塩化物イオン濃度、鉄
筋腐食 

【耐震・劣化診断】 
耐震性 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：圧縮試験 
中性化深さ： 測定試験 
塩化物ｲｵﾝ濃度： 塩化物ｲｵﾝ試験 
鉄筋腐食：目視 

【耐震・劣化診断】 
耐震性：有無（無の場合は補強方法等検討し補強工事実施） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：設計基準強度 
中性化深さ：鉄筋被り残り厚さ 20 ㎜以上 
塩化物ｲｵﾝ濃度：1.2kg/㎥以下 
鉄筋腐食：グレードⅡ以上 

【耐震・劣化診断】 
阪神淡路大震災以降の指針や法改正に合わせ、全て
の施設を対象に実施中。 
耐震診断を行わない施設は、完成後 40 年で劣化診
断を実施する。 

取水・浄水施設 

通常点検 各浄水場 毎日 
毎月 

外面について 
ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出 
漏水等の有無 

目視 異常の有無 
施設の運用に支障を来す劣化を確認した場合、施設課による詳細調査実施 

 

定期点検 施設課 
各浄水場 

5 年 内面外面について 
ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出 
漏水等の有無 
 

目視、テストハンマーによる打音調査(内
部で異常がある部分) 

劣化状況の確認、記録 
前回の定期点検からの劣化状況の進行性確認 
施設の運用に支障を来す劣化がある場合は、必要に応じて詳細調査を実施し、原因の究明及び対応策の検討を
実施 
ひび割れ幅：0.2 ㎜以上記録対象及び経過観察 

0.4 ㎜以上または貫通ひび割れは詳細調査対象 
錆汁及び鉄筋と同間隔のひび割れ：鉄筋腐食の懸念から詳細調査対象 
漏水   ：詳細調査対象 

 

臨時点検 各浄水場 
施設課 

臨時 【災害時の臨時点検】 
施設の安全性及び円滑な給水の確保に関する各項目 
【施設の適合性確認】 
各種基準の見直しや法改正に基づき、既存施設の適合性を確認す
る。 

【災害時の臨時点検】 
目視 
 

【災害時の臨時点検】 
施設の運用に支障を来す損傷の有無 
【施設の適合性確認】 
適合性の確認 
不適合な項目を確認した場合、詳細調査実施 

 
 
 

 

詳細調査 施設課 必要に応
じて 

【耐震・劣化診断】 
耐震性の照査、ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、中性化深さ、塩化物イオン濃度、鉄
筋腐食 

【耐震・劣化診断】 
耐震性 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：圧縮試験 
中性化深さ： 測定試験 
塩化物ｲｵﾝ濃度： 塩化物ｲｵﾝ試験 
鉄筋腐食：目視 

【耐震・劣化診断】 
耐震性：有無（無の場合は補強方法等検討し補強工事実施） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：設計基準強度 
中性化深さ：鉄筋被り残り厚さ 20 ㎜以上 
塩化物ｲｵﾝ濃度：1.2kg/㎥以下 
鉄筋腐食：グレードⅡ以上 

【耐震・劣化診断】 
阪神淡路大震災以降の指針や法改正に合わせ、全て
の施設を対象に実施中。 
耐震診断を行わない施設は、完成後 40 年で劣化診
断を実施する。 

配水施設 

通常点検 各浄水場 毎月 外面について 
ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出 
漏水等の有無 

目視 
 

異常の有無 
施設の運用に支障を来す劣化を確認した場合、施設課による詳細調査実施 

 

定期点検 施設課 
各浄水場 

5 年 内面外面について 
ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、はく離、はく落、鉄筋露出、遊離石灰の滲出 
内面保護のふくれ、はく離、はく落 
漏水等の有無 
 

目視、テストハンマーによる打音調査(内
部で異常がある部分) 

劣化状況の確認、記録 
前回の定期点検からの劣化状況の進行性確認 
施設の運用に支障を来す劣化がある場合は、必要に応じて詳細調査を実施し、原因の究明及び対応策の検討を
実施 
ひび割れ幅：0.2 ㎜以上記録対象及び経過観察 

0.4 ㎜以上または貫通ひび割れは詳細調査対象 
錆汁及び鉄筋と同間隔のひび割れ：鉄筋腐食の懸念から詳細調査対象 
漏水   ：詳細調査対象 

 

臨時点検 施設課 臨時 【災害時の臨時点検】 
施設の安全性及び円滑な給水の確保に関する各項目 
【施設の適合性確認】 
各種基準の見直しや法改正に基づき、既存施設の適合性を確認す
る。 

【災害時の臨時点検】 
目視 
 

【災害時の臨時点検】 
施設の運用に支障を来す損傷の有無 
【施設の適合性確認】 
適合性の確認 
不適合な項目を確認した場合、詳細調査実施 

 
 
 

 

詳細調査 施設課 必要に応
じて 

【耐震・劣化診断】 
耐震性の照査、ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、中性化深さ、塩化物イオン濃度、鉄
筋腐食 

【耐震・劣化診断】 
耐震性 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：圧縮試験 
中性化深さ： 測定試験 
塩化物ｲｵﾝ濃度： 塩化物ｲｵﾝ試験 
鉄筋腐食：目視 

【耐震・劣化診断】 
耐震性：有無（無の場合は補強方法等検討し補強工事実施） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：設計基準強度 
中性化深さ：鉄筋被り残り厚さ 20 ㎜以上 
塩化物ｲｵﾝ濃度：1.2kg/㎥以下 
鉄筋腐食：グレードⅡ以上 

【耐震・劣化診断】 
阪神淡路大震災以降の指針や法改正に合わせ、全て
の施設を対象に実施中。 
耐震診断を行わない施設は、完成後 40 年で劣化診
断を実施する。 

建築物 

通常点検 各浄水場 毎月 柱、梁、外壁等のひび割れ 
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、樋の排水不良 
階段及び防護柵の不良 

目視 ひび割れ等の有無 
排水不良 
施設の運用に支障を来す劣化を確認した場合、施設課による詳細調査実施 

 

定期点検 各浄水場 5 年 柱、梁、外壁等のひび割れ 
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、樋の排水不良 
階段及び防護柵の不良 
 
 

目視 劣化状況の確認、記録 
前回の定期点検からの劣化状況の進行性確認 
施設の運用に支障を来す劣化がある場合は、必要に応じて詳細調査を実施し、原因の究明及び対応策の検討を
実施 
ひび割れ幅：0.2 ㎜以上記録対象及び経過観察 

0.4 ㎜以上または貫通ひび割れは詳細調査対象 
錆汁及び鉄筋と同間隔のひび割れ：鉄筋腐食の懸念から詳細調査対象 

 

臨時点検 施設課 臨時 【災害時の臨時点検】 
施設の安全性及び円滑な給水の確保に関する各項目 
【施設の適合性確認】 
各種基準の見直しや法改正に基づき、既存施設の適合性を確認す
る。 

【災害時の臨時点検】 
目視 
 
 

【災害時の臨時点検】 
施設の運用に支障を来す損傷の有無 
【施設の適合性確認】 
適合性の確認 
不適合な項目を確認した場合、詳細調査実施 

 
 
 

 

詳細調査 施設課 必要に応
じて 

【耐震・劣化診断】 
耐震性の照査、ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、中性化深さ、塩化物イオン濃度、鉄
筋腐食 

【耐震・劣化診断】 
耐震性 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：圧縮試験 
中性化深さ： 測定試験 
塩化物ｲｵﾝ濃度： 塩化物ｲｵﾝ試験 
鉄筋腐食：目視 

【耐震・劣化診断】 
耐震性：有無（無の場合は補強方法等検討し補強工事実施） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度：設計基準強度 
中性化深さ：鉄筋被り残り厚さ 20 ㎜以上 
塩化物ｲｵﾝ濃度：1.2kg/㎥以下 
鉄筋腐食：グレードⅡ以上 

【耐震・劣化診断】 
阪神淡路大震災以降の指針や法改正に合わせ、全て
の施設を対象に実施中。 
耐震診断を行わない施設は、完成後 40 年で劣化診
断を実施する。 

場内付帯施設 

通常点検 各浄水場 毎月 
 

場内舗装の損傷、目地の開き、陥没 
排水設備（雨水桝、側溝等）に排水不良 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ等の擁壁に著しい傾き、き裂、転倒、法面の崩壊、肌
落ち、落石 

目視 施設の運用に支障を来す劣化を確認した場合、施設課による詳細調査実施  

定期点検 各浄水場 5 年 場内舗装の損傷、目地の開き、陥没 
排水設備（雨水桝、側溝等）に排水不良 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ等の擁壁に著しい傾き、き裂、転倒、法面の崩壊、肌
落ち、落石 

目視 劣化状況の確認、記録 
前回の定期点検からの劣化状況の進行性確認 
水道施設本体または第三者に影響を及ぼす可能性がある劣化がある場合は、詳細調査の実施について検討す
る。 

 

臨時点検 各浄水場 随時 場内舗装の損傷、目地の開き、陥没 
排水設備（雨水桝、側溝等）に排水不良 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ等の擁壁に著しい傾き、き裂、転倒、法面の崩壊、肌
落ち、落石 

目視 
 

特に法面や擁壁は、崩壊すると水道施設に影響を及ぼすことはもちろん隣接している周辺住民にも多大な被害
を及ぼす恐れがあるため、その可能性がある劣化については詳細調査を実施し、早急に対応する。 

 

機械・電気設備 

通常点検 各浄水場 毎日 
毎月 
毎年 

ポンプ、薬品注入設備、受変電設備、水質監視装置等の設備の異常
現象や故障の有無の発見、機能の良否の判定 

目視、聴覚、嗅覚、打診、触診、動作テス
ト、測定器具を用いた計測、給油、清掃及
び機器の調整等 

【劣化診断】 
・回転機械系診断 

軸受部の全振幅、速度、加速度が基準値以下 
・絶縁診断 
絶縁抵抗値が基準値以下 

 

臨時点検 各浄水場 随時 ポンプ、薬品注入設備、受変電設備、水質監視装置等の設備の異常
現象や故障の有無の発見、機能の良否の判定 

目視、聴覚、嗅覚、打診、触診、動作テス
ト、測定器具を用いた計測、給油、清掃及
び機器の調整等 

【劣化診断】 
・ 摩耗系診断 
部品毎の限界値以下 
・絶縁診断 
絶縁抵抗値が基準値以下 

 

 

表－４  (3) 対象施設ごとの点検内容一覧 
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